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「投票所入場券」と「期日前投票宣誓書」が1つになります!
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を図るため、期日前投票所内に選挙人が滞在する時間を短縮

することを目的に、次回の選挙から、投票所入場券の様式を以下のとおり変更します。

　新しい投票所入場券には、「期日前投票宣誓書（兼請求書）」が印刷されています。
　この「期日前投票宣誓書（兼請求書）」をご自宅で事前に記入していただくことで、期日前投
票をスムーズに行うことができます。
　※選挙当日に投票される場合は、宣誓書への記入は不要です。

「期日前投票宣誓書（兼請求書）」の記載方法について

（新入場券イメージ）

入場券の取り扱いに関する注意

　入場券が届きましたら、ミシン目に沿って丁寧に封筒を開けてから、個人ごとに切り離して投票所へお

持ちください。

詳しくは、郡上市選挙管理委員会または、お近くの振興事務所振興課までお問い合わせください。

郡上市選挙管理委員会（郡上市役所・総務部総務課）　緯　６７-１８３２

「政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています」

　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、公職選挙法では、選挙区内での政治家
による寄附の禁止を定めています。有権者が寄附を求めることもできません。寄附禁止のルールを守りましょう。

①政治家の寄附の禁止　　　②政治家の関係団体の寄付の禁止

③後援団体の寄附の禁止　　④年賀状等のあいさつ状の禁止

詳しくは・・・総務省ホームページ　なるほど！選挙「寄附の禁止」
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

 　総務部総務課　 　６７－１８３２問 ☎
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【これまで】　同一世帯ごとに最大6人まで記載した「郵便はがき」

【これから】　同一世帯ごとに最大4人まで記載した「封書」
入場券

　「期日前投票宣誓書（兼請求書）」

には、

①期日前投票を行う日　

②生年月日

③選挙当日に投票に行くことができな

　い理由の３ヵ所をご記入ください。


